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議事録（要旨） 

会議の名称 平成 29年度度第２回羽曳野市障害者施策推進審議会 

開 催 日 時 平成 29年 11月 20日（月）13:45～15:30 

開 催 場 所 羽曳野市役所別館 ３階会議室 

出席 

状況 

出

席 

畑会長、稲富副会長、明石委員、松本委員、池谷委員、調子委員、内本委員、塩野委

員、松村委員、磯貝委員、加島委員、山崎委員、佐野委員、水谷委員、小倉委員、森

本委員 

以上 16名 

欠

席 

今井委員、比奈本委員、北山委員、石本委員 

以上４名 

会 議 次 第 １．副市長挨拶 

＜審議＞ 

２．第４期羽曳野市障害福祉計画における成果目標・見込量と実績について 

３．障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定等にかかるアンケート調査結果 

４．第３期羽曳野市障害者計画（後期計画）、第５期羽曳野市障害福祉計画及び第１期

羽曳野市障害児福祉計画骨子案について 

５．その他 

会 議 資 料 ・次第 

・配席図 

・第４期羽曳野市障害福祉計画における成果目標・見込み量と実績 

【事前資料１－１】 

・障害福祉サービス等実績総括表【事前資料１－２】 

・羽曳野市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定等にかかるアンケート調査結

果報告書（案）【事前資料２】 

・第３期羽曳野市障害者計画（後期計画） 第５期羽曳野市障害福祉計画 第１期羽曳野市

障害児福祉計画＜骨子案＞【事前資料３】 

・第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画における障害福祉サービス等の見込量につ

いて（案）【当日資料１】 

・委員の質問・意見について【当日資料２】 

・委員名簿【参考資料１】 

事 務 局 保健福祉部福祉支援課・こども未来室こども課 

会議経過 

【開 会】 

委員交代の報告 

開会にあたり委員交代の報告。市議会代表の日和千賀子委員から今井利三委員に変更されたことが報

告された。 

 

１．副市長挨拶 
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副市長 お忙しい中、障害者施策推進審議会に出席いただきありがとうございます。また、畑会長を

はじめ、皆さまには本市の障害福祉行政に熱くご尽力いただきありがとうございます。今年度

に入り、現行の障害者計画の中間見直しと、第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画の

策定を進めています。本日は、この審議会までの間に実施した福祉アンケートや団体アンケー

トの結果報告、各計画の骨子案をお示しし、ご審議いただくとともに、本日のご意見を踏まえ

次回には計画素案としてとりまとめ、計画策定の諮問を予定しています。これらの計画は第６

次羽曳野市総合基本計画の将来像である「人、自然、歴史・文化をはぐくみ、笑顔輝くはびき

の みんなでつくる誰もが住みたいまち」を実現するための個別計画でもあるため、市政及び

市民生活の向上のため委員のみなさまの忌憚のないご意見をお願いします。 

 

【審 議】 

２．第４期羽曳野市障害福祉計画における成果目標・見込量と実績について 

  

事務局より事前資料１－１、１－２に基づき説明 

 

会長）何かご質問・ご意見等はありませんか。･･･間･･･ 

就労移行で 17名が一般就労に平成 28年度に移行したということですが、その後の個々人の

状況はわかりますか。 

 

事務局）具体的なその後の個々人の状況はわかりません。就労移行支援事業を通じて一般就労できて

いる人は、この人数より少ないです。就労移行率３割以上の就労移行支援事業所は０人という

ことから、そのほかのサービスから一般就労に移行した人がここに計上されていると思いま

す。 

 

会長）一般就労にするには、各事業所でのフォローアップが必要ということを課題として検討いただ

きたいです。 

 

３．障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定等にかかるアンケート調査結果 

 

事務局より事前資料２に基づき説明 

 

会長）何かご質問・ご意見等はないですか。･･･間･･･ 

次期計画と合わせて質問いただくということでも可能ですし、逆に調査についてはここで質疑を

行ってしまうことも可能ですが・・・。･･･間･･･ 

問 32 について、18 歳以上の回答者でアンケート回答者のうち、支援区分を受けていない人が

半数以上ですが、対象者などはどのようになっているのでしょうか。 

 

事務局）全体で手帳所持者は重複者もいますが、約６～７千名となります。うち、サービスを受けて

いる人が、本日時点で 861 名です。約十数パーセントになりますが、サービス利用を受けて
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います。サービス利用を受けている人の中でも障害支援区分の認定が不要なサービスを受けて

いる人もいます。その点も含め、アンケート対象者は、手帳所持者、自立支援医療の精神通院

医療を対象としているため、全体としての割合は低くなっています。 

 

会長）問 37から 38に地域についての設問がありますが、地域に対する啓発、働きかけはどうして

いますか。 

 

事務局）「障害者差別解消法」の周知は、広報により行っています。自治会などへの具体的な働きか

けは現時点ではできていません。グループホームや生活介護等、地域と事業所との関わりにつ

いて努力はされており、事業所を通じて障害者が地域の行事に参加されたりしていると思いま

す。 

 

事務局）（補足）羽曳野市では地域福祉の観点から、ふれあいネット雅びを進めていますが、近年は

高齢者関係の事業所や団体、行政などだけでなく、障害関係の事業所なども参加してもらって

います。高齢者のカフェにも一部の地域では障害者の方も参加されていると聞いています。 

 

４．第３期羽曳野市障害者計画（後期計画）、第５期羽曳野市障害福祉計画及び第１期羽曳野市障害

児福祉計画骨子案について 

 

事務局より事前資料３、当日資料１に基づき説明 

  

会長）何かご質問・ご意見等はありますか。次回は 12月 25日となりますが、素案提出ということ

でその事前提案ということです。 

 

磯貝委員）地域移行定着支援の部会を担当していますが、精神障害者の地域移行を進めていくうえで

前裁きのコーディネーターの役割が重要だと思っています。この役割は基幹相談支援センタ

ーの中で担うと思っていますが、設置がなかなか進まないです。かつ基幹相談支援センター

は地域生活支援拠点の１つになると思います。コーディネーターが活躍できるまでには時間

がかかりそうだと感じています。大阪府が進めている退院促進は平成 29年度から３年間で

進めていこうとしていますが、1 年以上の入院者で 731 名を３年間で退院させていこうと

いう計画になっており、地域移行後は市の役割になります。このままでは平成 32年までに

対応できず、長期入院者が増えていくように思います。 

 

会長）このままでは地域移行がなかなか進まないという意見でしたが、何か回答・コメントはありま

すか。 

 

事務局）市としての具体的な施策はまだできておらず課題となっています。成果目標に対する精神障

害者の地域移行についても府の目標のため成果目標を立てていません。新たな地域生活拠点の

整備の中で地域コーディネーターの配置を進めていきたいです。基幹相談支援センターは必要
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不可欠な事業であり、従来から相談支援事業全般の質の向上、24 時間相談体制の確保という

ことも含めて課題として掲げていますが、まだ具体化ができていません。次期計画に向けて、

現状からいえば時間をかけて基幹相談支援センターの議論を進め、具体化していきたいです。

平成 31年度以降の設置をめざし、努力していきたいです。 

 

会長）平成31年度の設置に向けて検討していくということなので計画に記載していただきたいです。 

 

佐野委員） 委員の質問意見について、磯貝委員の質問と回答にもありますが、アンケートでグルー

プホームの需要は高まっています。ただ、地域住民からの反対も多いです。グループホーム

の設置を進めていくうえで地域住民との関わりが難しいです。地域の中で一緒に共生して暮

らしていけるのか難しいところです。建設されれば理解はされますが、障害者に対する地域

の人たちの意識といった、入り口のところで反対されてしまいます。利用者が安心できるグ

ループホーム、地域に守られたグループホームで生活できればよいと思いますし、市と相談

しながら、また地域と連携してグループホームの建設を進めていければと思います。その中

で羽曳野市として、どういった形で一緒に啓発をしていけるのかうかがいたいです。また、

当方としてグループホームを建てていきたいと考えていますが、現在、CSW や地域の長な

どとコンタクトをとって進めていますが、市として、問題が生じたときにどういった方向で

一緒にやっていけるのか話し合えればと思います。 

 

事務局）地域の状況や内容に応じて対応をじっくり考えていかないといけないと思います。地道な福

祉教育、障害に対する理解を深めていくことが必要と思います。じっくり一緒に考えていくと

しか今はいえないです。 

 

会長）ふれあいネット雅びのほうでも動きがみられるとの話でしたが、社会福祉協議会さんのほうで

はいかがでしょうか。障害者を地域で受け入れていくうえでの取り組みの視点としていかがでし

ょうか。 

 

塩野委員）行政、地域、事業所それぞれの立場を踏まえ、社協としてはどのような話し合いをして、

障害のある子どもが地域で楽しく過ごせ、あるいは地域が障害者を受け入れられるまちづく

りがよいと思い努力をしています。校区福祉委員会やＣＳＷなども含め、地域の中で事業所

も参加してもらい、地域の人と普段からのつきあいをしてもらいたいです。地域の人が理解

してくれなければグループホームの設置も進まないので、日常からのつきあいが大切だと思

います。そのために校区福祉委員会の活動に事業所も参加してもらいたいです。施設側から

も地域のほうに参加の意向を出してほしいです。行政ではなく、社協がコーディネートをす

る努力をしています。そのために事業所間の連絡会をつくり、全体で活動できる支援として

社協が助成をしています。今後も継続して行っていく必要があるので、行政と連携して息の

長い仕事として進めていきたいです。 

 

松村委員）私は恵我之荘小校区での福祉委員をしています。昨日も小学校区の餅つき大会を開催し、
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その中で障害者のグループもブースを設けてくれて、一般の人との交流機会となっていまし

た。そのほか、喫茶コーナーも見学をさせてもらっています。当小学校区では精神障害者が

自立される場が２か所できていますが、最初につくる際には町会と２か月ほど話し合いを行

いました。最終的に、町会にご理解をいただき、私たちで支えていこうと話がまとまりまし

た。現在もグループホームを建設中です。磯貝委員は地域の活動に顔を出したりして、地域

との関係性を大切にする動きをしてもらっており、このような磯貝委員の活動により進んで

いますが、地域の中の小さなところから働きかけ、共に進めていくのがよいと思います。 

 

会長）行政からの上からの取り組みでなく、こうした地域での取り組みもあわせ方向性づけしていく

とともに、地域福祉計画・地域福祉活動計画との整合性もとることでよりつながりを意識できる

計画になると思います。その視点からいうと、今いわれている「我が事・丸ごと」でいう地域共

生の観点も理念などに入れていただければと思います。 

 

森本委員）アンケートで道路や駅などの段差のことがふれられていますが、リックのところにスポー

ツジムができましたが、靴をはきかえる場所が障害のある人などに配慮がされていません。

車いすで行くにしても行きづらいので、こうした点の配慮もお願いしたいです。他のスポー

ツジムでも同様なことを思いますので、今後、検討いただければと思います。 

 

会長）福祉教育の話がありました。アンケートでも「障害者差別解消法」、「合理的配慮」、「災害時行

動要支援者」の支援など制度に対する認識が低くなっていましたが、こうした用語や内容が関心

のある専門職しかわからないのは問題だと思います。啓発をどのように検討されているのか教え

ていただきたいです。 

 

事務局）福祉教育については、社会福祉協議会を通じて学校等で活動を行っています。「障害者差別

解消法」などができ、必要性は高まっていますので、今後も社会福祉協議会と連携して進めて

いきたいです。 

 

５．その他 

  

【閉 会】 

保健福祉部長 長時間にわたりご審議と貴重なご意見をいただきありがとうございます。来月も審議

会の開催を予定していますので、お忙しい中恐縮ですがご参加をよろしくお願いいたし

ます。 

 


